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第１章 計画策定の概要 

１ 計画策定の趣旨 

〝食″は心身の健康を確保し、生涯にわたって生き生きと暮らすため、全て

の世代に必要不可欠なものです。子どもたちに対する〝食″は、心身の成長及

び人格の形成に大きな影響を及ぼし、成人において〝食″は、がんや生活習慣

病の予防のみならず、将来の寿命や健康寿命の延伸にまで大きな影響を与えま

す。高齢者において〝食″は、身体機能の維持や、平均寿命と健康寿命の差を

埋める大きな問題を含んでいます。 

しかし、現代社会において〝食″は多様化し、飽食の時代となり、脂質の過

剰摂取や野菜の摂取不足などの栄養の偏り、食生活の乱れによる肥満や痩身、

高血糖、高血圧の若年化、メタボリックシンドロームの増加、高齢者の低栄養

（フレイル）問題など、〝食″に関する問題が顕在化し、課題が山積していま

す。 

国は平成１７年に「食育基本法」を制定し、食育についての基本理念とその

方向性を示し、翌年には「食育推進基本計画」を策定しました。「食育推進基本

計画」は５年おきに改定され、平成３０年度から第３次食育推進基本計画に基

づき、食育の推進を図っています。また、鳥取県においては、平成２０年度に

「食のみやことっとり～食育プラン～」を策定し、平成３０年度からは第３次

計画として、食育の推進を図っています。 

本市においては、これまで食育に関する事業を関係各課が独自に計画して実

施していましたが、このたび米子市食育推進計画を策定し、本市の食育の取組

を整理し、実施している事業の目標を改めて明示することで、食育のより一層

の推進を図ります。 

 

２ 計画の位置付け 

本計画は、食育基本法第１８条第１項（当該市町村の区域内における食育の

推進に関する施策についての計画（食育推進計画）を作成するよう努めなけれ

ばならない。）に基づき、米子市において食育に関する施策を推進するための指

針として、位置付けるものです。また、国の定める「第３次食育推進基本計画」

を基としながら、県の「食のみやことっとり～食育プラン（第３次）～」との

整合をとり、米子市健康増進計画など、市の関連する諸計画と連携を図ります。 
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【関係計画との連携】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画の期間 

2019年度から 2023年度までの５か年の計画とします。関係法令の改正や社会

情勢の変化に応じて適宜点検・評価の上、必要な見直しを行います。 

 

４ 計画策定体制と策定経過 

（１）米子市社会福祉審議会での審議 

本計画の策定にあたっては、地域福祉分野、高齢者福祉分野、児童福祉分

野、貧困対策分野、保健・医療分野の学識経験者を委員とする米子市社会福

祉審議会において審議を行いました。 

（２）パブリックコメントの実施 

本計画の素案を米子市役所等の窓口及びホームページで公表し、広く市民

の方々から意見を聴取するパブリックコメントを実施しました。 

 ア 実施期間   平成３１年２月１９日～平成３１年３月２２日 

 イ 回答数    ０件 

  

食育基本法 

第３次食育推進基本計画（国） 

食のみやことっとり 

～食育プラン～（鳥取県） 

米子市母子保健計画 

米子市食育推進計画 

米子市健康増進計画 

 

整合性 

米子市自死対策計画 

 

連携 
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第２章 米子市の現状 

１ 米子市の主な統計 

（１）人口と世帯の推移 

人口は近年ほぼ横ばいですが、世帯数は年々増加しており、一方で１世帯当

たりの人数は減少が続いています。 

  （出典：住民基本台帳） 

  

平成22

年度 

平成23

年度 

平成24

年度 

平成25

年度 

平成26

年度 

平成27

年度 

平成28

年度 

平成29

年度 

人口 149,098 149,109 150,236 150,214 149,784 148,949 148,478 148,005

世帯数 62,620 63,237 64,271 64,688 65,022 65,465 65,813 66,171

人数/世帯 2.38 2.36 2.34 2.32 2.30 2.28 2.26 2.24
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（人） 人口・世帯数・世帯当たりの人数の推移 (人) 
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（２）年齢３区分による人口構成の推移 

住民基本台帳を基にした直近８年の年齢３区分（※）による人口構成を見る

と、総人口には大きな変動はないものの、年少人口、生産年齢人口が減少し、

老齢人口が増加していることがわかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：住民基本台帳） 

（※ 年齢３区分） 

人口を年少人口（１５歳未満の人口）・生産年齢人口（１５歳以上６５歳未

満の人口）・老年人口（６５歳以上の人口）に分けたもの 

 

  

平成22

年度 

平成23

年度 

平成24

年度 

平成25

年度 

平成26

年度 

平成27

年度 

平成28

年度 

平成29

年度 

老年人口 35,122 35,331 36,234 37,661 38,867 39,896 40,787 41,395

生産年齢人口 92,316 92,055 91,356 90,971 89,900 88,719 87,606 87,251

年少人口 21,477 21,371 21,276 21,141 21,076 20,784 20,556 20,398

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

（人） 年齢３区分による人口構成の推移 
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（３）総人口と老齢人口、高齢化率の推移 

本市の高齢化率は大きく伸びており、平成２２年度から比べ４．１８％上昇

しています。 

（出典：住民基本台帳） 

 

 

（４）米子市死亡統計 

 死因は、「がん」、「心疾患」、「脳血管疾患」の順に多くなっています。 

（出典：鳥取県人口動態統計） 

  

がん 
心疾

患 

脳血

管疾

患 

肺炎 

不慮

の事

故 

自殺 老衰 
腎不

全 

肝疾

患 

糖尿

病 

慢性

閉塞

性肺

疾患 

その

他 

H22 29.7 14.8 10.5 6.7 4.1 2.1 4.7 2.0 1.0 1.5 1.0 21.9

H28 28.2 12.4 10.4 7.9 3.0 1.0 9.7 2.1 0.9 1.0 0.9 22.5
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（％） 死因別死亡割合 米子市 
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年度 

平成24

年度 

平成25

年度 

平成26

年度 

平成27

年度 

平成28

年度 

平成29

年度 

老年人口 35,122 35,331 36,234 37,661 38,867 39,896 40,787 41,395

総人口 148,915 148,757 148,866 149,773 149,843 149,399 148,949 149,044

高齢化率(％) 23.59 23.75 24.34 25.15 25.94 26.70 27.38 27.77
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（人） 高齢人口の推移と高齢化率の推移 （％） 
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２ 米子市の食育に関する状況 

（１）食生活について 

ア 朝食の欠食率について(鳥取県民２０歳以上) 

朝食欠食率は、どの年代も全国より高く、中でも２０歳代が最も高くなって

います。また、男女別では、男性は３０歳代で最も高く、２０歳代と５０歳代

でも３割を超え、女性は２０歳代で最も高くなっています。平成２２年の調査

に比べて欠食率は増加しており、特に男性では３０歳代、５０歳代、女性では

２０歳代、５０歳代で大きく増加しています。 

 

（ア） 朝食の欠食率（総数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：「平成２８年国民健康・栄養調査」鳥取県実施分集計結果速報値 

及び「国民健康・栄養調査」） 

 

  

総数 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 
70歳以

上 

H22(県) 13.1 26.6 23.1 20.0 8.9 11.7 3.8

H28(県) 15.5 31.4 24.0 20.0 23.7 9.3 4.1

H28(全国) 12.8 29.8 22.8 19.8 14.6 6.4 3.7

0
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10
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35

40

45

（％） 朝食の欠食率（総数） 
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（イ） 朝食の欠食率（男性） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：「県民健康栄養調査」及び「平成２８年国民健康・栄養調査」） 

ウ 朝食の欠食率（女性） 

（出典：「平成２８年国民健康・栄養調査」鳥取県実施分集計結果速報値 

       及び「国民健康・栄養調査」） 

 

（ウ） 朝食の欠食率（女性） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：「平成２８年国民健康・栄養調査」鳥取県実施分集計結果速報値 

       及び「国民健康・栄養調査」） 

 

  

総数 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 
70歳以

上 

H22(県) 15.0 27.3 30.0 20.8 6.8 15.7 2.8

H28(県) 20.0 31.6 40.9 21.4 35.1 12.0 2.0

H28(全国) 15.4 37.4 26.5 25.6 18.0 6.7 3.3

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

（％） 朝食の欠食率（男性） 

総数 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 
70歳以

上 

H22(県) 11.3 25.8 15.8 19.2 10.9 8.0 4.5

H28(県) 11.9 31.3 10.7 18.8 16.1 6.4 5.5

H28(全国) 10.7 23.1 19.5 14.9 11.7 6.2 4.1

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

（％） 朝食の欠食率（女性） 
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イ 朝食の摂取状況 

「朝食を毎日食べていますか」という質問に対し、平成３０年度の調査結果

では「している」と答えた児童（小６）は８６．２％、生徒（中３）は８０．

９％でした。平成２６年度の調査結果と比較すると、「朝食を毎日食べている」

と答えた児童（小６）は３．８％、生徒（中３）は３．６％減少しています。 

（出典：平成３０年全国学力・学習状況調査） 

 

 

              （出典：平成３０年全国学力・学習状況調査） 

 

平成２６

年度 

平成２７

年度 

平成２８

年度 

平成２９

年度 

平成３０

年度 

している 90.0 90.1 87.6 86.8 86.2

どちらかといえば、している 7.4 7.1 8.7 8.9 9.3

あまりしていない 2.5 2.1 3.1 3.7 3.4

全くしていない 0.1 0.7 0.6 0.6 1.1

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

（％） 

朝食を食べている割合 米子市（小6） 

平成２６

年度 

平成２７

年度 

平成２８

年度 

平成２９

年度 

平成３０

年度 

している 84.5 85.8 83.0 79.8 80.9

どちらかといえば、している 9.7 7.7 11.0 12.4 12.4

あまりしていない 4.1 4.7 5.1 5.4 4.8

全くしていない 1.7 1.8 0.9 2.4 1.9

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

（％） 

朝食を食べている割合 米子市（中3） 
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27.8 25.7 26.9 24.4 
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100

H22 H28 H22 H28 H22 H28

総数 男性 女性 

（％） 主食、主菜、副菜の揃った食事をしている者の割合（20歳以上） 

１日のうち少なくとも1回は、主

食、主菜、副菜の揃った食事をし

ている 

毎食、主食、主菜、副菜の揃った

食事をしている 

ウ 主食、主菜、副菜の揃った食事をしている者の割合(鳥取県民２０歳以上) 

１日１回以上は主食、主菜、副菜の揃った食事をしている者は８７．８％で

した。男女とも平成２２年の調査よりわずかながら減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：「平成２８年県民健康栄養調査」） 

 

エ １日１回は家族と食事をする者の割合 

家族と一緒に食事を毎日している児童（小５）は５７％、生徒（中２）は 

５１％、ほとんど家族と食事をしない児童（小５）は１２％、生徒（中２）は

１２％となり、生徒（中２）、児童（小５）とも同様な割合を示しています。 

 

51 

57 

21 

18 

16 

13 

12 

12 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

生徒(中２) 

児童(小５) 

１日１回は家族と食事をする者の割合 米子市（H30） 

ほとんど毎日 

週3～4回 

週1～2回 

ほとんどしていない 

（出典：平成３０年食事と生活についてのアンケート、鳥取県学校栄養士協議会） 
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オ 家族や友人と楽しく食卓を囲む者の割合（鳥取県民２０歳以上） 

家族や友人と楽しく食卓を囲む者は、平成２８年の調査では６５．４％でし

た。平成２２年の調査結果と比較すると、「毎日」と回答した者は微増ですが、

「ほとんどない」と回答した者は、平成２２年では、８．２％、平成２８年は

１１．９％となっています。「ほとんどない」と回答した者が３．７％増加し

ています。 

 

（出典：「平成２８年県民健康栄養調査」） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65.4 

64.9 

69.5 

69.9 

60.7 

59.1 

7.1 

7.2 

7.1 

7.4 

7.0 

6.9 

6.0 

10.3 

5.5 

7.7 

6.7 

13.4 

9.6 

9.4 

7.7 

6.4 

11.9 

12.9 

11.9 

8.2 

10.3 

8.6 

13.7 

7.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H28(県) 

H22(県) 

H28(県) 

H22(県) 

H28(県) 

H22(県) 

家族や友人と楽しく食卓を囲むこと（20歳以上） 
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カ 食事のあいさつを実践している者の割合（鳥取県民２０歳以上） 

食事のあいさつを実践している者は、平成２８年の調査結果では、「必ずし

ている」者は、男性２６．７％、女性４４．６％となっており、女性が男性よ

り食事のあいさつを実践しています。 

また、「まったくしていない」と回答した者は、男性１８．１％、女性６．

４％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：国民健康・栄養調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  （出典：「平成２８年県民健康栄養調査」） 
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（２）食への意識について 

ア 健康に過ごすために大切だと思うこと 

「健康に過ごすために大切だと思うことは何ですか。」という質問に対して、

「食事」「運動」「すいみん・休養」の３つの回答の中からあてはまるものすべ

てに丸印をつける回答方法となっています。 

健康に過ごすために大切だと思うものとして、児童（小５）では、「すいみ

ん・休養」８５％、「食事」８１％、「運動」８１％、生徒（中２）では、「す

いみん・休養」８６％、「運動」７９％「食事」７７％となっています。 

（出典：平成３０年食事と生活についてのアンケート、鳥取県学校栄養士協議会） 

 

（出典：平成３０年食事と生活についてのアンケート、鳥取県学校栄養士協議会） 
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○をした児童 

77% 

79% 

86% 
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イ 「地産地消」という言葉の認知度 

「地産地消」について知っているかという質問に対して、「地産地消」とい

う言葉を知っている児童（小５）は２４％、生徒（中２）は７０％と学年が上

がるにつれて認知度は、高くなっています。しかし、児童（小５）、生徒（中

２）ともに鳥取県内の児童（小５）、生徒（中２）と比べて、「地産地消」の認

知度は低くなっています。 

 

（出典：平成３０年食事と生活についてのアンケート、鳥取県学校栄養士協議会） 

 

 

（出典：平成３０年食事と生活についてのアンケート、鳥取県学校栄養士協議会） 

 

 

  

24 

39 

76 

61 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

米子市 

鳥取県 

「地産地消」という言葉の認知度 米子市 児童（小5） 

知っている 

知らない 

70 

81 

30 

19 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

米子市 

鳥取県 

「地産地消」という言葉の認知度 米子市 生徒（中2） 

知っている 

知らない 



14 

 

（出典：平成２９年度第１２回県民参画電子アンケート「県民の健康増進・保健医療の 

向上」に関するアンケート） 

 

（出典：平成２９年度第１２回県民参画電子アンケート「県民の健康増進・保健医療の 

向上」に関するアンケート） 

 

ウ 「食品ロス」の問題を知っているか（鳥取県民１６歳以上） 

「食品ロス」の問題を「よく知っている」と回答した者は、１６．７％、 

「ある程度知っている」と回答した者は、５６．７％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

エ 食品ロスを発生させないために取り組んでいること（鳥取県民１６歳以上） 

食品ロスを発生させないために取り組んでいることは、「残さず食べる」  

５５．５％、「賞味期限が過ぎてもすぐに捨てるのではなく、自分で食べられる

か判断する」５５．３％、「料理を作り過ぎない」４７．１％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4人 0.5％ 

47人 6.3％ 

147人 19.8％ 

421人 

 56.7％ 

124人 16.7％ 

５ 無回答 

４ 全く知らない 

３ あまり知らない 

２ ある程度知っている 

１ よく知っている 

「食品ロス」の問題についての認知度 

37人 ５％ 

441人 55.3％ 

255人 34.3％ 

210人 28.3％ 

290人 3.9％ 

495人 55.5％ 

350人 47.1％ 

7 特に何もやってない 

６ 賞味期限過ぎてもすぐに捨てるのではな

く、自分で食べられるか判断する 

５ 日頃から冷蔵庫等の食材の種類・量・賞

味期限を確認する 

４ 残った料理を別の料理に作り替える 

３ 冷凍保存を活用する 

２ 残さず食べる 

１ 料理を作り過ぎない 

食品ロスを発生させないために、取り組んでいること 
（複数回答可） 
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第３章 米子市の目指す姿 

１ 米子市食育推進計画体系図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

米子市食育推進計画体系図 

米子市における食育推進 

食で育む健やかな体と心、食でつなぐ人とまち、いきいき米子 

 

生涯にわたる食を通

した、健康づくりの

推進 

食の体験を通した、

豊かな心の形成 

食文化を継承し、 

環境に配慮した食育

の推進 
 

食
に
関
す
る
正
し
い
知
識
の
普
及
を
図
る 

 

健
全
な
食
生
活
の
実
践
を
支
援
す
る 

基本理念 

食育に関する３つの目標 

 

食
の
体
験
活
動
を
推
進
す
る 

 

食
に
対
す
る
意
識
の
向
上
を
図
る 

 

地
元
食
材
の
活
用
を
推
進
す
る 

 

食
文
化
へ
の
関
心
を
高
め
、
継
承
す
る 

 

食
品
ロ
ス
の
削
減
を
図
る 



16 

 

２ 国の重点課題 

国の定める「第３次食育推進基本計画」には、以下の５項目が重点課題とし

て挙げられています。 

 

（１）若い世代を中心とした食育の推進 

将来、親になる世代である 20歳代、30歳代を中心に、食に関する知識を深

め、意識を高め、心身の健康を増進する健全な食生活を実践することができる

よう食育を推進する。 

 

（２）多様な暮らしに対応した食育の推進 

少子高齢化、単独世帯やひとり親世帯の増加の現状を踏まえ、地域や関係団

体の連携・協働を図りつつ、コミュニケーションや豊かな食体験にもつながる

共食の機会の提供等を行う食育を推進する。 

 

（３）健康寿命延伸につながる食育の推進 

生活習慣病の発症・重症化の予防や改善に向けて、健全な食生活を実践でき

るよう支援し、関係機関・団体や食品関連事業者等様々な関係者が主体的かつ

多様な連携・協働を図りながら減塩等の推進、メタボリックシンドローム、肥

満・やせ、低栄養の予防や改善等の食育を推進する。 

 

（４）食の循環や環境を意識した食育の推進 

食料及び飼料等の生産資材の多くを海外の輸入に頼っている一方、大量の食

品ロスが発生している現状を踏まえ、生産から消費までの一連の食の循環を意

識しつつ、食品ロスの削減等、環境に配慮した食育を推進する。 

 

（５）食文化の継承に向けた食育の推進 

食育活動を通じて、郷土料理、伝統食材、食事の作法等、伝統的な食文化へ

の関心と理解を深めるなどにより伝統的な食文化の保護・継承を推進する。 
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３ 米子市の基本理念及び目標 

米子市の人口は近年横ばいですが、１世帯当たりの人数は減少し、世帯数は

増加しています。総人口は大きく変動がないものの、老齢人口の増加が見られ、

平成２２年度から比べ平成２９年度では、高齢化率が４．１８％も上昇してい

ます。 

世帯数の増加は、単身世帯、高齢世帯、核家族の増加とともに影響したもの

と考えられ、それによって、食文化の継承の希薄に繋がるものと考えられます。 

食事は家族や仲間と一緒にコミュニケーションを取りながら食べることで

「食事の楽しみ」、「食事のマナー」、「健全な食習慣」へと繋がっていきます。 

それだけでなく、子どもたちは、米子の伝統行事に関連した郷土料理や行事

食に触れることで食に対する興味を育てることができ、地場農畜産物を知る機

会を得ることで、食の安全性についての意識や愛着の向上、地産地消を推進す

ることとなります。 

また、健康な生活を送るために、毎日の食事は大切なものです。栄養の偏っ

た食事や朝食を欠食する食生活は、子どもたちの健康状態を崩したり、さらに

は、生活習慣病をはじめとする様々な病気へと繋がり、高齢者の低栄養状態を

引き起こすことも考えられます。 

このように、食に関する課題は各世代によって異なりますが、それぞれの課

題やそれに対する改善策、予防策を広く情報発信し、全世代がお互いを見守る

目を養うための啓発を行うことが必要であると考えます。 

米子市では、食事を通して食に関する正しい知識を身につけ、食べ物を大切

にする心を育て、生涯、健康的な生活を送ることを目指します。 

国や鳥取県の食育推進に関する動向等を踏まえ、米子市の基本理念及び３つ

の目標を掲げ、食育のさらなる推進を図ります。 

 

（１）米子市の基本理念 

食で育む健やかな体と心、食でつなぐ人とまち、いきいき米子 

 

（２）目標 

目標１ 生涯にわたる食を通した、健康づくりの推進 

毎日の食事は、子どもから高齢者に至るまで、どの世代においても健康でい

きいきとした生活を送るために大変重要なものです。しかし、世帯構造や社会

環境の変化、ライフスタイルの多様化により食生活も大きく変わり、朝食の欠

食、肥満ややせなどが問題となっています。食生活の乱れは、生活習慣病など

様々な病気のリスクを高めます。 

どの世代に対しても食に関する正しい知識の普及啓発を行い、さらに、料理
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講習会などを通じた実践のための支援をすることで、望ましい食習慣の確立を

図り、生涯を通じて健康で健全な生活が実践できるよう、食育を推進します。 

 

【施策の方向性】 

○食に関する正しい知識の普及を図る 

食に関する情報があふれ、知識を得やすくなった一方で、多すぎる情報に戸

惑うことも多くなっています。市民一人ひとりが「食」に関心を持ち、正しい

知識を習得することができるよう、ライフステージに応じて必要な情報を提供

します。 

 

○健全な食生活の実践を支援する 

食に関する価値観の変化とともに、ライフスタイルの多様化が進み、健全な

食生活を実践することが困難な場面も増えてきています。 

生活習慣病の予防や改善、健康づくりのためには、日頃から望ましい食生活

を意識し、実践することが重要です。様々なライフスタイルがある中で、栄養

の偏りや食習慣の乱れを改善し、個人に合わせた食の選択ができる力を身につ

け、健全な食生活を実践できるよう支援します。 

また、地域に密着した活動を行っている食生活改善推進員や保健推進員の活

動を支援し、連携を図りながら、一人ひとりの食生活改善の取組を支えること

を目指します。 

 

目標２ 食の体験を通した、豊かな心の形成 

乳幼児期や学童期の子どもたちに対する食育は、将来の健康や、健全な食習

慣の確立のためにも特に重要と考えます。そのため、乳幼児期や学童期に食に

関する体験させることで、食に対する意識の向上を目指します。食に関する体

験を通じて、食への関心を持つことを促し、食の安全意識の向上を目指します。 

また、青年期、壮年期、高齢期のさまざまな世代にも、市民のニーズに合わ

せた体験型の教室等を実施することで、食を通じた心身の成長・健康への意識

の向上を目指します。 

 

【施策の方向性】 

○食の体験活動を推進する 

小さい頃から食べることに興味を持ち、食材を見て、触って、自分で食べよ

うとする意欲を持たせることは、食に対する高い意欲へとつながっていきます。

幼少期に野菜等の栽培体験や調理体験を通し、育てた食物をいただくという命

の大切さと食べ物を大切にする気持ちを育むことができる機会を充実させま
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す。 

日頃、あまり料理を行わない人などに対し、簡単な調理技術や食に関する講

座や健康情報の提供などを行い、食に対し関心を持てる人が増えるような活動

を推進します。 

 

○食に対する意識の向上を図る 

家族や仲間と食卓を囲んで食事をとる「共食」は、コミュニケーションを図

ることで人と人との関わりを広げ、世代を超えた交流を深めることができます。

食を通じたコミュニケーションは、食の楽しさを実感させ、心の豊かさをもた

らします。家族等で食卓を囲む機会や地域での食を通じた交流を通して、コミ

ュニケーションの機会の充実を図ります。 

 

目標３ 食文化を継承し、環境に配慮した食育の推進 

食育を推進するにあたり、食に関する豊かな環境が不可欠です。現代の日本

は食料自給率が先進国の中でもかなり低く、安い外国産の食品があふれ、また、

食品ロスの問題も大きな社会問題となっています。その中で、国内の農産物、

特に地元の食材に関心を持つことで、食品の安全性や食品ロスへの意識を高め

ると同時に、郷土料理等の米子の食文化への関心を高めることで、食文化の継

承や地元食材の活用を推進します。また、食品ロスの削減や環境に配慮した食

生活の実践を推進します。 

 

【施策の方向性】 

○地元食材の活用を推進する 

生産から消費までの食の循環を地産地消として認識し、積極的に地元食材を

食生活に取り入れることを意識できるよう、情報発信に努めます。 

 

○食文化への関心を高め継承する 

食生活が大きく変化する中で、伝統的な食文化に接する機会が減少していま

す。食文化を知り、生活に取り入れることができる機会を設けることで食文化

の継承を推進します。 

 

○食品ロスの削減を図る 

食料自給率が低い現代、食品ロス問題は市民一人ひとりが認識すべき問題と

なっています。食品を大切にする姿勢とともに、食品ロス対策の具体的手法を

周知し、環境に配慮した食育を推進します。  
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第４章 目標に対する具体的な取組 

１ 具体的な取組 

（１）生涯にわたる食を通した、健康づくりの推進 

 

○食に関する正しい知識の普及を図る 

○健全な食生活の実践を支援する 

取組 

妊娠期 ・バランスのよい食事や健全な食生活の重要性を伝え、食への関心を高め

ます。（健康対策課） 

・妊婦やその家族に食の大切さや正しい知識を伝え、健全な食生活の実践

へとつなげます。（健康対策課） 

・妊婦が妊娠期に必要な栄養について理解し、実践できるよう啓発を行い

ます。（健康対策課） 

乳幼児期 ・バランスのよい食事や健全な食生活の重要性を伝え、食への関心を高め

ます。（健康対策課） 

・離乳食講習会、乳幼児健診等でそれぞれの年齢における食生活のポイン

ト、健全な食習慣についての情報を提供します。（健康対策課） 

・子育ての中で生じる食に関する悩みや不安を解消し、健全な食習慣の確

立を支援するため、乳幼児健診、子育て支援センターなどで栄養相談を

行います。（健康対策課） 

・認可保育施設では、毎日の給食を通して、子どもたちに食の大切さ、健

全な食習慣等を伝えます。（子育て支援課） 

・給食のサンプル展示及び給食献立表配布により、保育所給食に関心を 

持ってもらえるよう啓発に努めます。（子育て支援課） 

・給食お勧めレシピを作成し、給食の献立を家庭でも取り入れることがで

きるよう情報発信します。（子育て支援課） 

・食育について理解を深めるために、給食だよりを発行し、啓発に努めま

す。（子育て支援課・新規） 

学童期、思春期 ・バランスのよい食事や健全な食生活の重要性を伝え、食への関心を高め

ます。（健康対策課） 

・各小中学校が食に関する全体指導計画を作成し、学校全体の教育活動で

取り組みます。（学校教育課） 

・給食だよりの配布等により、児童生徒が健全な食に関する理解を深め、

学校で学んだことを日常の生活で実践できるよう、家庭、地域との連携

を図ります。（学校給食課） 

・ホームページや市報等で、食に関する情報や児童生徒の食生活状況、課

題を発信し、児童生徒及び保護者だけでなく、市民に対しても広く周知

を図ります。（学校給食課） 
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・栄養教諭等の参画によるチーム・ティーチング指導、給食時間における

食に関する指導を行います。（学校教育課・学校給食課） 

青年期、壮年期、

高齢期 

・バランスのよい食事や健全な食生活の重要性を伝え、食への関心を高め 

ます。（健康対策課） 

・地域に密着し、食生活の改善及び健康づくりを推進するボランティア団 

体である食生活改善推進員の活動を支援します。（健康対策課） 

・食生活改善推進員と連携を図り、食生活改善推進員が各公民館で伝達講

習会を実施することで、健全な食生活の実践の大切さを広く市民に普及

します。（健康対策課） 

・生活習慣病予防のための教室を開催し、減塩や野菜摂取等の食に関する

情報や調理方法を普及し、健全な食生活の実践へとつなげます。（おい

しく食べて健康づくり教室）（健康対策課） 

・男性を対象として講話（バランス食、減塩食など）と調理実習を行い、

食事や健康づくりへの関心を高め、料理や栄養の基本的な知識、技術の

習得を目的とし、食生活の自立を図ります。（健康対策課） 

・生活習慣病の予防や重症化を予防するために栄養相談、指導を行います。

（健康対策課） 

・公民館や地域の自主活動団体の行う健康講座で、生活習慣病予防、介護

予防に関する食の情報を提供します。（健康対策課） 

・口腔機能の低下(オーラルフレイル)の予防が、介護予防に繋がることか 

 ら、食育の一環として食べ物をしっかりと噛む力を維持、向上すること 

 を推進します。（長寿社会課） 

 

（２）食の体験を通した、豊かな心の形成 

 

○食の体験活動を推進する 

取組 

乳幼児期 ・離乳食講習会で試食体験を通し、乳児期の食に対する理解を推進します。

（健康対策課） 

・認可保育施設では、同年齢、異年齢、職員と一緒に給食を囲むことで 

 共食の楽しさを体験します。（子育て支援課） 

・給食試食会等で子どもたちと一緒に食べることにより、参加した保護者 

へ、共食、幼児食の大切さを伝えます。（子育て支援課） 

・給食のサンプルを展示し、保育所給食に関心を持ってもらえるよう啓発 

 に努めます。（子育て支援課） 

・食に対する興味を育てるため、野菜の栽培や収穫の皮むき等の体験を実

施します。（子育て支援課） 

・地域や子供たちを取り巻く人々と連携し、野菜の栽培、収穫、調理体験

など、世代を超えた交流を行い、食に対する興味や楽しさを育む機会を
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○食に対する意識の向上を図る 

設けていきます。（子育て支援課） 

学童期、思春期 ・子どもたちに料理教室を各地区公民館で実施し、健全な食習慣の定着を

促進します。（健康対策課） 

・各小中学校が、農作物の栽培、収穫、調理、生産現場の見学、生産者と

の交流等の食に関する体験を授業の中で地域の特性に合わせて取り組

みます。（学校教育課） 

・調理体験を通して、調理に関する基本的な技術を学ぶだけでなく、食に

対する興味や食の大切さを育てます。（学校教育課） 

・児童生徒及び保護者等の食に関する意識を高めるため、栄養教諭等の専

門性を生かした講演会、料理教室などを実施します。（学校給食課） 

青年期、壮年期、

高齢期 

・生活習慣病予防のための教室を開催し、減塩や野菜摂取等の食に関する

情報や調理方法を普及し、健全な食生活の実践へとつなげます。（おい

しく食べて健康づくり教室）（健康対策課） 

・男性を対象として講話（バランス食、減塩食など）と調理実習を行い、

食事や健康づくりへの関心を高め、料理や栄養の基本的な知識及び技術

の習得を目的とし、食生活の自立を図ります。（健康対策課） 

 

取組 

妊娠期 ・家族と食卓を囲む機会や時間を増やせるよう、「共食」について啓発し

ます。（健康対策課） 

・妊婦やその家族に食の大切さや正しい知識を伝え、健全な食生活の実

践へとつなげます。（健康対策課） 

 

乳幼児期 ・家族と食卓を囲む機会や時間を増やせるよう、「共食」について啓発し

ます。（健康対策課） 

・離乳食講習会、乳幼児健診等でそれぞれの年齢における食生活のポイ

ント、健全な食習慣についての情報を提供します。（健康対策課） 

・認可保育施設では、年齢の異なる園児や職員が一緒に給食を食べるこ

とで、食事の楽しさやマナーを育む機会を設けます。（子育て支援課） 

・保育園、幼稚園等で保護者、職員、子どもたちに向けて食に関する出 

 前講座を実施します。（健康対策課・新規） 

学童期、思春期 ・家族と食卓を囲む機会や時間を増やせるよう、「共食」について啓発し

ます。（健康対策課） 

・児童生徒の郷土愛や勤労生産への感謝の心を育むことを目的に、調理

員や市内の野菜生産者、県内の給食用物資納入業者等との交流を行い

ます。（学校給食課） 

・栄養教諭等の講演会、試食会、施設見学を実施し、保護者及び地域住
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（３）食文化を継承し、環境に配慮した食育の推進 

 

○地元食材の活用を推進する 

取組 

・いきいき直売支援事業により生産者グループを支援し、地元食材の利用促進を図ります。 

（農林課） 

・６次産業（※）への取組支援を行い、地元食材の活用推進を図ります。（農林課） 

・地産地消や地元食材に関するイベントの開催を支援します。（農林課） 

・米子市の特産品、郷土料理を全国へ発信していきます。（観光課） 

・児童生徒が地域の食文化への興味を持つことにより、生産者の思いや文化、郷土に対する誇り

や愛着、さらには食に対する感謝の気持ちを育くめるよう地元食材や郷土料理を学校給食に取

り入れます。（学校給食課） 

・学校給食や郷土料理に対する理解、関心を深めるために、児童生徒から郷土の産物を使った料

理を募集し、採用したメニューを学校給食に取り入れます。（学校給食課） 

・地産地消推進のため、学校給食への地場農畜産物の使用を図ります。（学校給食課） 

・毎月 19日食育の日を「いきいきこめっこデー」とし地元食材を取り入れた郷土料理や行事食 

を実施します。（学校給食課） 

 ※６次産業：農産物や水産物の生産者が、生産（1次産業）、食品加工（2 次産業）、流通販売

（3次産業）まで関わること 

 

○食文化への関心を高め、継承する 

取組 

・保育園、学校給食において郷土料理、行事食を取り入れることにより食文化への理解、継承に努 

めます。（子育て支援課、学校給食課） 

・公民館を中心とし、地域住民同士のつながりを深める料理教室などの活動を通して行事食（ちま 

き作り、餅つき等）の継承を図ります。（生涯学習課、健康対策課） 

 

 

民が児童生徒の食生活の実態を把握するとともに、食への意識向上を

図ります。（学校給食課） 

青年期、壮年期、

高齢期 

・家族や仲間と一緒に食卓を囲む機会や時間を増やせるよう、「共食」に

ついて啓発します。（長寿社会課） 

・規則正しい食生活の重要性やバランスのとれた食事に関する健康学習

の場を設け、低栄養を予防へとつなげていきます。（長寿社会課） 
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 ○食品ロスの削減を図る 

取組 

・家庭における堆肥づくりの普及、広報等による啓発活動により、生ごみ（食品ごみ）の減少を図 

ります。（クリーン推進課） 

・会食、宴会時での食べ残しを減らす「３０１０運動（※）」を推進するための啓発活動やホーム 

ページ掲載などを行い、より多くの市民に理解を促します。（クリーン推進課） 

・「中海環境フェア inよなご」などのイベントをはじめ、研修会等さまざまな機会において、食品 

ロスの削減を啓発します。（クリーン推進課） 

 ※３０１０運動：開始後 30 分間は席を立たず料理を楽しみ、終了前 10 分間は自分の席に戻って再

度料理を楽しむこと 
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第５章 目標を達成するための評価指標 

○生涯にわたる食を通した、健康づくりの推進 

 

○食の体験を通じた、豊かな心の形成 

 

○食文化を継承し、環境に配慮した食育の推進 

 

指標 現状 
５年後の目標 

（2023年度） 

1日に 1回以上、主食、主菜、副菜の揃った食事をする者を

増やす 

８８％ 
（平成 28年） 

９５％ 
 

朝食を欠食する者を減らす      児童（小６） 
 

                  生徒（中３） 
 

                  成人 

１３．８％ 
（平成 30年） 

１９．１％ 
（平成 30年） 

１５．５％ 
（平成 28年） 

０％ 
 

０％ 
 

１０％以下 
 

健康に過ごすために食事が大切だと思う者を増やす 

児童（小５） 
 

                  生徒（中２） 
 

 

８１％ 
（平成 30年） 
７７％ 
（平成 30年） 

 

９０％ 
 

９０％ 
 

指標 現状 
５年後の目標 

（2023年度） 

家族と食事をする子どもを増やす   児童（小５） 
 

                  生徒（中２） 
 

８８％ 
（平成 30年） 
８８％ 
（平成 30年） 

１００％ 
 

１００％ 
 

家族や友人と楽しく食卓を囲む者を増やす 

 

８８．１％ 
（平成 30年） 

１００％ 
 

食事のあいさつを実践している者を増やす 

 

８８．１％ 
（平成 28年） 

１００％ 
 

指標 現状 
５年後の目標 

（2023年度） 

地産地消を知っている者を増やす   児童（小５） 
 

                  生徒（中２） 
 

２４％ 
（平成 30年） 
７０％ 
（平成 30年） 

３５％ 
 

８０％ 
 

食品ロス削減のために何らかの行動をしている者を増やす 
 

７２％ 
（平成 29年） 

８０％ 
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第６章 計画の推進 

１ 計画の推進方法と連携の強化 

市報やホームページなどのあらゆる機会を活用し、市民一人ひとりに食育推

進計画の普及に努めます。 

２ 計画の進行管理 

本計画の推進について、具体的な取組状況等の点検・評価が重要であること

から、関係団体等の意見をいただきながら、定期的に点検・評価を行い、その

結果及び改善策等を公表し、施策の改善につなげます。 

 

 

 


